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2.鳥取県の母子保健システムにおける市町村の位置

H.市町村別にみた母子保健システムの現状

1,市町村の現況

2.東部15市町村の母子保健システム

3.中部10市町村の母子保健システム

4.西部14市町村の母子保健システム

Ⅲ.市町村レベルでみた母子保健システムの特徴

要 約

障害の早期発見・早期対応を推進する上で重要な位置を占める母子保健システムには,市町村を

第一線機関とする事業が多い。本報告 (I)では,鳥取県における市町村レベルでみた母子保健シ

ステムの現状の把握に努めた。ききとり調査等に基づいて39市町村別の母子保健システム図を作成

するとともに,各事業ごとに一覧できるよう作表した。その結果,①母親学級を市町村独自で開催

しているところが12市町 (30.8%)あ ること,②新生児訪間の位置づけや訪問率は市町村によって

開きがあるとともに市部で委託が進んでいること,③全ての市町村で乳児健診・相談が実施されて

おり特に近年は「ポイント健診」化が進んでいること,④全ての市町村で1歳 6か月児健診が定期

開催されていること,⑤ 2歳児健診・本目談が中・西部で事業化されていること等が明らかとなった。
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はじめに

渡部昭男・田丸尚美・中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見 。対応の現状
と課題 (1)

1981年の国際障害者年の後,国連は,第37回総会 (1983年 12月 3日 )において,障害の予防, リ
ハビリテーション,な らびに障害者の社会生活と社会の発展への「完全参加と平等」の実現を目標

とした「障害者に関する世界行動計画」を採択するとともに,同計画の勧告している諸行動を具体

化するために1983年 から1992年 の10年間を「国連障害者の10年」とすることを決定した。

我が国では,長期計画を各国で策定すべしとの「国際障害者年行動計画」 (1979年 12月 17日 国連第

34回総会採択)の中の勧告を受けて,1980年 に内閣総理大臣を本部長として設置された「国際障害

者年推進本部」が1982年 に「障害者対策に関する長期計画」を策定している。それ以降も,「障害者

対策推進本部J(本部長・内閣総理大臣,1982年設置)の下で,同長期計画に係る施策が継続して推

進されている。鳥取県においても,1982年に設置された「鳥取県障害者福祉対策推進連絡会議」の

下,「鳥取県障害者福祉対策に関する長期計画一『完全参加と平等』の実現をめざして一」(1982～ 1991

年度,1983年策定)に基づいた施策の推進が図られている。

1986年 は,国内及び鳥取県の長期計画の中間年に当たる。この中間年に際し,こ れら長期計画の

内容及び施策の推進状況を中間的に見直す意図から,今回の共同研究にとりくんだ。

現在,我が国では,日本国憲法の理念の下,心身障害者対策基本法,教育基本法 。学校教育法,

児童福祉法,母子保健法,身体障害者雇用促進法などの諸法規に基づいて,様々な障害児者関連施

策が実施されている。しかし,それらの施策の中には国レベルでの財政的裏付けの弱いものやメニ

ュー方式の事業もあり,施策の実施状況には地域差がみられる。また,全国的に実施されている施

策においても,その内容・水準には地域差が認められる。そして,こ れらの地域差が,地域の諸特

性に応じた豊かな多様性 となるのではなく,障害児者の権利保障の水準における地域格差 となって

いるのが現状である。従って,長期計画の中間的見直しも,国 レベルに留まらず都道府県や市町村の

実状に即して行われる必要があろう。鳥取県及び県下の各市町村をとりあげての本共同研究では,

県下各地域において障害児者がおかれている状況を明らかにし,そ の上で,どの地域においても最

高の水準の施策やサービスが享受しうる方策の解明に努めた。

1918(大正 7)年に,我が国の精神病者のおかれている悲惨な状態を世に問うた東京帝国大学の

呉秀三博士は,「我邦十何万ノ精神病者ハ実二此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外二,此邦二生レタルノ不幸

ヲ重ヌルモノト云フベシよもと述べている。この言葉を借 りれば,鳥取県の障害児者に「鳥取二生レタ

ルノ不幸」を味わわせてはならないと言えよう。むしろ,「鳥取に生まれてよかったJと 言いうるよ

うな社会の実現が目指されなくてはならないp本共同研究もその一助となりたい。

本共同研究は,ゆ くゆくは障害児者の生涯に渡る各ライフ・ ステージを順に追っていく予定であ

る。その第一段階として,当面は「鳥取県における障害児の早期発見 。対応の現状 と課題Jをテー

マとした研究を行う。今日,科学・技術の進歩とその適切な利用によって,障害そのものの発生を

予防 (一次的予防)したり,障害を負ってもそれを早期に発見し対応することによって障害を軽減

したり,能力不全や社会的不利の発生を防ぐ (二次的予防)こ とが飛躍的に前進してきている。翻

って言えば,就学前の障害乳幼児期における予防 。早期発見・対応のあり方次第で,障害児が就学

以降に置かれる状況も大きく変わってくることが予測される。

本報告 (I)では,鳥取県下の各市町村レベルでみた母子保健システムの現状についてまとめを

行った。その際,先行研究0や行政資料を参考にしつつ,独自に各市町村保健婦への聞き取 り調査を

行い,ま た,聞きとり内容の確認作業も実施して,正確を期した。
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I.障害 の早期発見・ 対応 か らみた母子保健 システムの概要

1.母子保健システムの概要

戦後において,は じめ,母子保健は児童福祉行政の一部分として取 り扱われていた。しかし,妊
産婦・乳幼児の死亡率が諸外国に比して高い状態や,国内の各地域での格差が大きい弊を改善 し,

母子保健施策を強化する狙いから,1966年から母子保健法が施行された。現在,こ の母子保健法並

びに関連の諸法規・通知などによって母子保健システムが存立している。現行の母子保健システム

の概要を図示すると図 1の ようである。

②妊娠届・母子健康手帳の交付―

妊娠届が行われると母子健康手帳

が交付される。妊娠届は「母子保

健施策の行政的な出発点Υをなす。

また,母子健康手帳は「妊娠 。出

産,育児に関する一貫した記録Υと

して活用される。なお,手帳の様

式は厚生省告示によって定められ

ており,全国的に基準化されてい

る。

④健康診査 (以下,健診)一妊婦

健診と乳児健診は医療機関に委託

されて実施されている。妊婦健診

については1969年度から,乳児健

診については実施された翌1974年

度から, 2回公費による一般健診

が行われている。一般健診の結果
図 1 母子保健システムの概要 (出典『昭和60年版 厚生白書』1985年 )

必要な場合,さ らにそれぞれ精密健診が行われる(1回公費)。 この他,妊産婦及び乳幼児に対する

健診が,「必要に応じ」 (母子保健法第13条 )保健所等で実施されることになっている。先天性代謝

異常等検査は,1977年度からフェニールケトン尿症,楓糖尿症,ヒ スチジン血症,ホ モシスチン尿

症,ガ ラクトース血症の 5種のマス・スクリーニング検査が開始され,1979年度からはクレチン症

を加えて早期発見が図られている。1歳 6か月児健診は,「幼児初期の身体発育,精神発達の面で歩

行や言語発達等発達の標識が容易に得られる」 1歳 6か月の時点で,心身障害を早期に発見し,障
害の進行を未然に防止し,併せてむし歯予防等を図る目的から,1977年度から市町村を実施主体 と

して開始されたものである (厚生省通知)。 3歳児健診は,母子保健法に直接規定をもつ (第 12条 )

健診で,「幼児期において,身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期」の健診としての位置づ

けを持って開始された。 1歳 6か月児健診が始められるまで心身障害等の早期発見に資する面が大

きかった。現在でも,精神発達面でさらに精密な検査を必要とする場合,児童相談所が中心となっ

て 3歳児精神発達精密検診及び事後指導が行われており,精神発達遅滞の発見と対応が重視されて

いる。なお,1歳 6か月児健診は「 1歳 6か月に達し1歳 8か月を越えない範囲」,3歳児健診は「満

3歳をこえ満 4歳に達しない幼児」と対象規定されている。以上に加えて最近さらに,神経芽細胞

腫検査 (1984年度から)及びB型肝炎母子感染防止事業 (1985年度から)が開始され,疾病 。障害

妊産婦  I乳幼児俺康診査 (随時)

健全母性育成事業

婚前学級 新嬌学級



渡部昭男・田丸尚美・中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状

と課題 (1)

の予防,早期発見が図られている。

②保健指導等―訪問指導としては,妊産婦 (第 17条),新生児 (第 11条),未熟児 (第 19条)を対象

としたものが母子保健法に定められている。この内,新生児訪問指導とは「出生後28日 を経過しな

い乳児」(新生児)で「育児上必要があると認めるとき」に訪問して指導を行うものであり,ま た,

未熟児訪問指導とは「身体の発育が未熟のまま出生した乳児」(未熟児)で「養育上必要があると認

めるとき」に訪問して指導を行うものである。訪間指導の他には,第 9条 餘日識の普及),第 10条 (保

健指導)の規定に基づいて,様々な学級 (母親学級,育児学級など)を通じての集団指導や,個別

の保健指導・保健相談が実施されている。これらも,障害の早期発見,要注意児の追跡ぅ適切な早

期対応の機能が期待されるサービスである。

○医療援護等―医療援護サービスは,障害の発生予防や早期発見・対応を療育費を支給するなどし

て支えている。これには,妊娠中毒症・糖尿病療養援護,未熟児養育医療,身体障害児育成医療,

結核児童療育給付,小児慢性特定疾患治療研究事業がある。

2.鳥取県の母子保健システムにおける市町村の位置       ′

1歳 6か月児健診が市町村を実施主体

としたものであることは既に述べた。そ

の他,母子保健法で都道府県が実施主体

とされていても,未熟児訪間指導と未熟

児養育医療の給付に関する事務を除いて

市町村に委任することができるとされて

いる。従って,母子保健システムに占め

る市町村の位置は大きい。しかし,市町

村の位置づけは各都道府県で多様である。

鳥取県の母子保健システムにおける市町

村の位置を図 2に示した。

②母子健康手帳 。受診券の交付一市町村

では,妊娠届を受けると,県に代わって

母子健康手帳を交付し,併せて医療機関

委託の妊婦健診及び乳児健診の受診券も

手交している。精密健診に関しては申出
′

により保健所長が交付する。

④ l歳 6か月児健診―厚生省通知に基づ

いて市町村が実施主体で行われる。1985

年度においては,39市町村全てで実施さ

れていた伊

②市町村母子保健事業一従来から個々に

実施されてきた各種母子保健事業を統合

一本化するとともに,新たに乳児保健相

談事業を加えて,全国的に1976年度から

市町村母子保健事業が開始された。この

事業には,(1)母子保健指導事業 (母親学

1堀 |            |~] 母子健康手穣・交付委任      |~]
| |            1市 ! 医療機関委託健診受診券・交付依頼  | |

日 一
聖 E聖一

―
→

1町 |~こ 層亀互Ettg~~~~1鳥 |

十 1 母子健康手帳交付   | |― 十~~~~~― ――――一十~~~→ | |

ⅢⅢ繁霧蟹勢』 (鵬静触継潮 卜|

図 2 鳥取県の母子保健システムにおける市町村の位置
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級などの開催),値 )妊婦・乳児等保健相談事業 (乳幼児相談などの実施),(け家族計画指導事業,t司

母子保健推進員活動事業,付 )母子保健地域組織育成事業,徹ゆ栄養強化事業 (生活保護法被保護世帯

及び非課税世帯に属する妊産婦及び乳幼児への牛乳などの支給)の 6つのメニューがある。1985年

度で,県下38市町村で実施されていた (但 し,実施しているメニュー数には差がある)伊

○新生児訪問指導―法的には県が実施主体であるが,保健所が実施している鳥取市と母子保健推進

員などに委託している市町を除いて,(市)町村保健婦が訪問している (表 2参照)。

① 3歳児健診など-3歳児健診は県が実施主体であるが,鳥取・倉吉 。米子の 3市が保健所で行う

他は各市町村を会場にして開催されている (表 2参照)。 また,図示してはいないが,児童相談所の

行う巡回相談,(2歳児しつけ相談,肢体不自由児巡回相談など),母子療育訓練指導なども,各市

町村を会場 として実施されている。

以上のように,母子保健サービスにおいて市町村 (市町村保健婦など)の果たすべき役割には大

きいものがある。都道府県の事業がどんどん市町村に降ろされてくる傾向への考察は後に譲るとし

て,「母子保健施策は,一般的には,地域住民の日常生活に極めて密着しているので,そ の実施範囲

を小地域に区分して行うことが効果的であることが多い『ととの記述や,「母子保健事業は地域の実情

に応じた,しかも地域住民に密着したきめ細かなものでなければならない。」(「市町村母子保健事業

の推進について」厚生省通知)と の説明の主旨そのものは妥当と思われる。障害の発生予防,早期

発見・対応の問題においても,市町村レベルにおける母子保健システムが極めて重要となってくる

ことは言うまでもない。

なお,鳥取県には先天異常モニタリングシステム及び 1歳未満児特別医療費助成制度がある。

H.市 町村別 にみた母子保健 システムの現状

1.市町村の現況

(1)県の機関と市町村

39市町村を母子保健に関連した県の機関 (保健所,児童相談所,福祉事務所)の管轄でみると次

のようになる (図 3,表 1)。

②保健所―鳥取県には5つの保健所が設けられている。鳥取保健所は,鳥取市,岩美郡(2町 1村 ),

気高郡 (3町)の 1市 5町 1村を管轄区域としている。保健所は,U(都市型),UR(中間型),

R(農山漁村型),L(人 口稀薄な地域型), S(支所型)の 5つの型別,並びに人口25万人以上の

1,25～ 17.5万人の 2,17.5～ 12.5万人の 3,12.5～ 7.5万人の 4,7.5～ 3万人の 5, 3万人
益炉

の Sの人口数別に分類 される。それに基づけば,鳥取保健所はR2型である。以下, L5型の郡家

保健所は八頭郡の 7町 1村を,R4型 の倉吉保健所は倉吉市 と東伯郡 (8町 1村)の 1市 8町 1村
さいはく             `                         ね う

を,UR2型 の米子保健所は米子市,境港市,西伯郡 (7町 1村)の 2市 7町 1村を, S型の根雨

保健所は日野郡の 4町をそれぞれ管轄区域としている。

④児童相談所―児童相談所は3つ ある。中央児童相談所 (鳥取市所在)は鳥取市,岩美郡,気高郡,

八頭郡の 1市 12町 2村を,倉吉児童相談所は倉吉市と東伯郡の1市 8町 1村を,米子児童相談所は

米子市,境港市,西伯郡,日野郡の 2市 11町 1村をそれぞれ管轄区域としている。

②福祉事務所―福祉事務所は郡部 3,市部4の計 7事務所が設置されている。鳥取市福祉事務所,

倉吉市福祉事務所,米子市福祉事務所,境港市福祉事務所はそれぞれの市を担当している。また,

東部福祉事務所は岩美郡,気高郡,八頭郡の12町 2村を,中部福祉事務所は東伯郡の 8町 1村を,
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図3 鳥取県の保健所管内図

(出典 :鳥取県衛生環境部『H召和59年衛生統計年報』1986年の図に「母子健康センターJを加筆 )

西部福祉事務所は西伯郡,日野郡の11町 1村を担当している。

鳥取県では,東部,中部,西部の 3つの圏域区分がよく用いられる。それは児童相談所の管轄区

分と重なったものであるが,母子保健システムを検討する場合には,こ の 3圏域の他に保健所管内

及び福祉事務所の設置される福祉地区を視野に置いて,市町村の現状をみていく必要がある。本稿

では,東 。中 。西部の圏域区分を採用した上で保健所管内を考慮した順序で市町村を整理した。

なお,母子保健施策を行う市町村の窓口・機関としては,各市役所及び町村役場に担当課・係が

置かれ保健婦等の職員が配置されている他,岩美町,福部村,鹿野町,青谷町 (以上,鳥取保健所

管内),八東町,若桜町 (郡家保健所),関金町,赤碕町 (倉吉保健所),西伯町,会見町 (米子保健

所),濤口町 (根雨保健所)の計■町村には母子健康センターが設けられている (図 3)。

(2)市町村の現況の概要

市町村の現況を母子保健に関わるいくつかの指標で一覧にしたのが,表 1である。

まず,1985年 の国勢調査の結果によると,人口では鳥取市の137,060人 から日吉津村の2,799人 ,

ほうじよう                 こう ふ

前回 (ヽ1980年)国勢調査と比較した増減率でみた人口動態では北 条 町の117%増から江府町の5.1

%減,面積では日南町の340.8km2か ら日吉津村の4.4Mと いう多様性を有した39市町村である。

母子保健に関する指標としてよく使用される乳児死亡率,新生児死亡率についてみると,1984年

において,鳥取県全体の乳児死亡数は45人で,出生千人比は戦後最低の5.6‰ (低い方から全国第 9

位)に まで低下してきている。しかも,新生児死亡率は2.8‰ (22人)で,香川県の2.5‰に次 ぐ低

率全国第 2位であった。しかし,1980～ 1984年 の 5か年間の平均値で県下各市町村をみると,状況

はそう単純ではない。この間の全国平均は,乳児死亡率が6.7‰で新生児死亡率が4.3‰であった。

鳥取県の平均は各々7.0‰ と4.2‰で,ほぼ全国平均値に等しかった。ところが,市町村別にみた場

合,乳児死亡率で全国平均値6.7‰ を下回った低率のところは15市町村 (38.5%)に留まっており,

0‰が 5町村存在する一方で日南町の19。 1‰を筆頭に10‰を越えたところが11市町村 (28.2%)あ

…車中保建Fキ 界
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表 1 母子保健 に関する市町村の現況の概要
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(注 .鳥取県衛生環境部『衛生統計年報哲などから作成)
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った。新生児死亡率 も, 0‰が 8町村 (20.5%)あ る一方で同じく日南町の16.3‰ を筆頭に10‰ を

越えたところが 5町 (128%)存在した。

次に,母子保健をはじめ対人保健サービスで重要な役割を果たす保健婦についてみた。県の衛生

環境部で把握していた市町村保健婦数は1986年度で98人 ということであったが,我々の行った市町

村へのききとり調査では96人 (嘱託を4人含む)であった。現在,市町村の保健婦の配置に係る明

確な基準はない。しかし,1985年度から特別交付金 (市町村保健活動費交付金)と なるまで行われ

ていた地域保健対策推進費補助金の補助対象保健婦数の算出基準に基づき1985年 国勢調査の総人口

から試算すると,鳥取県全体で109人 になる計算である。この試算保健婦数より少ない現員のところ

は13市町 (33.3%)で あつた。試算数より現員の多いところも3市町 (7.7%)あ ったが,全体では

881%の充足率であつた。
き じ

現員の市町村保健婦 1人当たりの指標をみると,人口では鳥取市の17,132人 から佐治村の1,787人 ,

み きさ

出生数では同じく鳥取市の240人から佐治村の24人 (23.5人),面積では三朝町の■6,7kだ から日吉津

村の4.4k♂ という開きが認められる。しかも,65歳以上人口の比率が1983年で全国第 4位の高率 (13.

2%)の鳥取県では,同比率が21.0%の 日南町を筆頭に全市町村が全国平均値 (9,8%)を越えてお

り,1983年 2月 から開始された老人保健事業の占める比重も大きい。保健婦の業務が拡大し業務量

も増大する中で,なお母子保健サービスの充実が図られているのである。ちなみに,保健所を実施

主体とする3歳児健診 (一般健診)の受診率は,1980年度の86.1%か ら次第に上昇し,1984年度に

は過去最高の92.5%ま で高率になっており,100.0%受診率のところも12町村 (30.8%)存在した。

このような現況の各市町村は,1986年度現在次節以下のような母子保健システムを採っていた。

2.東部15市町村の母子保健システム

(1)鳥取市       妊                    力月     歳

新生児訪FHIは , 十日      距_1_と _生_皇_生_ユ_皇_生_生 _皇_翌_里_望_里_坐_皇_生_二_生 _」

ヨ:争::::そ:    三懲怠        g         :  g    9
瞥景槙権鼻腎罠盈そ    魯4-1(鳥取市)            診
が ,訪 間 を行 う力S,      注)対象月齢は設定されていても,実際には厳格な区分でないことも多い。本図では,

イ与會ζ舟,賓含:文銃重      
σ(望を二撃腎然宿宮曇建[そほ房楷ちPぞピ島尋拿[盈 !こ

ついて`ノ印,ポイ

健診は,1963年度から, 6か月児健診が,実施されている。鳥取市では,医療機関委託の健診が,

3か月と10か月に実施されるので,その中間点で,児の状況を把むために, 6か月児を対象として

健診を行っている。育児相談は,旧市内を6地区に分け,担当の保健婦が,2～ 3か月に 1回 ,各地

区に出かけて,行う。市保健センターでも,希望者については,随時,相談を受けつけている。1歳

6か月児健診は, 1か月に 1回,人数が多いため, 3日 間かけて実施される。 1歳 6か月児と1歳

7か月児が,対象となる。

(2)国府町

新生児訪間は,第 1子の全数と必要と認められる児,希望者について,保健婦が行う。乳児健診

は,鳥取保健所の助言で,1986年度から, 3～ 4か月, 9～ 10か月の時点で,実施される。当初 ,
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4・ 7・ 10か月の発達の節目で実施してはどうか, という議論もあったが,体制がとれず,現在の

ような月齢の児を対

象に, 2か月に 1回

となった。育児相談

は,第 1子 を対象と

して,月 1回,同和

地区の健康対策事業

と関連させ,隣保館

で行われる。 1歳 6か月児健診は,年 4回, 1歳 6～ 8か月児を対象に,実施される。

(3)岩美町

母親学級は,希望

者を対象として,半
年に1回 ,実施され

ている。乳児健診は,

6か月児を対象に実

施されるが,偶数月

のみに,開かれるため, 6～ 7か月児が対象となる。岩美町では, 1歳 6か月児健診が開始される

まで,春 と秋に 1回ずつ,乳児健診が実施されていたが, 1歳 6か月児健診の始まった時点で,発

達の節目の 1つ である 6か月を押えた健診に移行した。 1歳 6か月児健診は, 2か月に 1回 ,奇数

月に, 1歳 6～ 7か月児を対象に実施される。この他に, 1歳 6か月～ 4歳児を対象に,半年に 1

回,フ ッ素塗布
のが行われる。また,離乳期講習会0が, 6か 月の時点で,実施される。

(4)福部村      妊

新生児訪間は,基   埓_生_上_丘 _
3456

本的に全数が,保健

婦の手で,訪問され

る。乳児健診は,1986

年度から, 3か月に

1回 ,そ の月に, 3
4(福部村 )

～ 5か月, 6～ 8か月, 9～■か月に達した児を対象に実施されるようになった。それまでは, 2

か月に 1回 , 3～ 4か月, 6～ 7か月, 9～ 10か月をポイントとして,行われていた。このように

変わったことで,生まれ月により, 3・ 6・ 9か月, 4・ 7・ 10か 月, 5・ 8・ 11か月の 3つの夕

イプで,乳児健診を受けることになった。 1歳 6か月児健診は, 3か月に 1回 , 1歳 6～ 8か月児

を対象に実施される。

(5)気高町

新生児訪間は,保
健婦の手で,全児を

対象に実施されてい

る。乳児健診は, 3

～ 4か月,5～ 6か

月,■～12か月の児

妊
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渡部昭男・田丸尚美 。中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見 。対応の現状
と課題 (I)

を対象としたポイント健診である。気高町は,二つの谷で,町が 2分 されるため,各々の地区ごと

に, 2か月に 1回,乳児健診が実施される。発達の節目がポイントに設定されているが,実際の枠

は,かなり柔軟で,11～ 12か月のポイントで,10か月児が対象となることもある。希望者について

は,一方の地区から,他方の地区の健診を受診することも可能で,月 1回,健診を受ける機会があ

る。 1歳 6か月児健診は, 3か月に 1回 , 1歳 6～ 8か月の児を対象に実施される。

(6)鹿野町     妊                    力月     歳

健驀勢ミ号三ゴ]を対蜜    看

~t巨 1-毛
二三三生三ニ

ゴ嗜|三
豊三≧三翌三塁

~望~二―坐二
芸
―上_二十

与ギ

糖讐縁▼婚計曾fζ ttξ】・   三 
屈
急        ひ5           身  雇     亀

糧 診   鬱
2～ 11か月児を対象   図4-6(鹿野町)            診
として,年 2回ずつ

行われている。1986年度の場合,乳児健診が, 4月 (1985年 3月 生～1986年 2月 生),10月 (1985年

9月 生～1986年 8月 生)に ,育児相談が, 8月 (1985年 8月 生～1986年 6月 生), 2月 (1986年 2月

～1986年 12月 生)に 実施される。また,訪問指導が, 3～ 4, 5～ 6, 9～ 10か月の時点で行われ,

発達の節目で,児の状況を把むように努力されている。 1歳 6か月児健診は, 1歳 6～ 8か月児を

対象に, 3か月に 1回,実施される。

(7)青谷町

新生児訪問は,保
健婦が,全児を訪問

している。乳児健診

は,発達の節目を押

さえたポイン ト健診

である。青谷町では,

その月に 4・ 7・ 10・
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図 4-7
離乳食講習会

(青谷町 )

12か月に達する児を対象に,月 1回 ,健診が実施されている。ポイント健診に移行したのは,1981

年度で,そ れまでの 3か月に 1回の健診では,生まれ月によって,受診できる月が異なるため,抱

えている問題がわかりにくい, という理由からである。 1歳 6か月児健診は, 1歳 6～ 8か月児を

対象に, 3か月に 1回,実施されている。その他に,離乳食指導が, 4～ 10か月児を対象に,フ ッ

素塗布が, 1歳 6か月～ 3歳児を対象に行われている。

※郡家町以下の郡家保健所管内では,全町村が,発達の節目の月齢の前後をポイント月としたポ

イント健診を実施している。この健診は,1980年度より,全町村で一斉に行われたが,郡家保

健所を中心とした,管内保健婦の情報交換の場 としての「研究会」が,重要な役割を果たして

いる。このことを前提に,以下,町村別に説明するc

(8)郡家町

新生児訪間は,助産婦である母子保健推進員の 3名 に委託されている。乳児健診は,発達の節目

を押さえたポイント健診である。ポイントは, 4・ 7・ 10か月に設定され,月 1回 ,実施されてい

る。乳児相談は,町としては実施していないが,郡家保健所で 3か月児と希望者を対象として,月

1回,開かれる母子クリニックの利用が可能である。母子クリエックには,郡家保健所長,保健婦
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育児相談
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(保健所),栄養士が

各 1名参加する。 1

歳 6か月児健診は,

3か月に 1回 , 1歳

6～ 8か月児を対象

に行われる。

(9)船岡町

新生児訪間は,希
望者 と必要と認めら

れる児に限られてい

る。乳児健診は,4・

7・ 10か 月をポイン

トに設定し,月 1回 , (船岡町 )

実施されている。育

児相談は,月 1回,3～ 12か月児を対象に,指導を要する児と希望者が参加する形で,行われる。

1歳 6か月児健診は, 1歳 6～ 8か月児を対象に, 3か月に 1回 ,乳児健診 と同日に実施される。

(10)河原町

新生児訪間は,第
1子のみ,保健委員

に委託実施 されてい

る。乳児健診は,4,
7・ 10か月をポイン

トに設定 して,月 1

回,実施されている。

力月

"員
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間

-10(河原町)

育児相談は,1986年度から,出席者が減少したため,中止され,月 1回,部落ごとに開かれる健康

教室で,相談を受けている。

(■)八東町

新生児訪問は,保
健婦の手で,全数,

訪問されている。乳

児健診は, 4・ 7・

10・ 12か月 をポイン   図 4-■ (八東町 )

卜に設定して,実施

されている。近年まで,定例乳児健診が, 3か月に 1回 , 3～ 11か月児を対象に,ポイント健診 と

並行して行われていたが,ポイント健診を受けてほしい児が,定例乳児健診を受診 したために未受

診になるなどの弊害があったため,1986年度から中止されている。1歳 6か月児健診は,1歳 6～ 8

か月児を対象に, 3か月に 1回,乳児健診 と同日に実施されている。 2歳児しつけ相談は,中央児

童相談所の協力を得て,年 1回,試験的に実施されている。対象は, 2歳～ 2歳 9か月児で,言語

・精神発達,育児状況の把握・指導がなされる。

(12)若桜町
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渡部昭男・田丸尚美 。中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見 。対応の現状
と課題 (1)              、

母親学級は,年 7

回,希望者を対象に

実施されている。新

生児訪間は,全数が

保健婦の手で,訪問

されている。乳児健

診は, 3～ 4か月,
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(若桜町 )

6～ 7か月, 9～ 10か 月をポイントに設定して,年 9回,実施される。 1歳 6か月児健診は, 3か

月に 1回 , 1歳 6～ 8か月児を対象に,乳児健診 と同日に開かれている。

(13)用瀬町

母親学級は,希望

者を対象として,年
3回,実施されてい

る。新生児訪問は,

全数,保健婦が行う。

乳児健診は, 3～ 5

乳児発育相談

図 4-13(用瀬町)

か月, 6～ 8か月, 9～ 11か 月をポイントに設定して,年 8回 ,実施されている。生まれ月によっ

て, 3・ 6・ 9か月, 4-7・ 10か月, 5・ 8・ 11か月で受診する児がある。乳児発育相談は, 2

か月～ 1歳 3か月児を対象に,月 1回,実施される。 1歳 6か月児健診は, 1歳 6～ 8か月児を対

象に,年 4回,乳児健診 と同じ日に,実施される。

(14)佐治村

新生児訪間は,保
健婦の手で,全ての

児について行われる。

乳児健診は,4・ 7・

10・ 12か月をポイン

ト月とした,ポイン
図 4-14(佐治村 )

卜健診で,月 1回,実施されている。 1歳 6か月児健診は, 1茂 6～ 8か月児を対象として, 3か

月に 1回,乳児健診 と同日に実施されている。その他に, 2歳児育児相談が, 2歳～ 2歳 6か月児

を対象に,開かれる。これには,中央児童相談所は参加していないc

(15)智頭町

妊婦健診は,月 1

回,実施される。新

生児訪間は,母子保

健推進員に委託され

ている。乳児健診は,

4・ 7・ 11か月をポイ

ント月とし,月 1回実施されている。また, 1～ 12か月までに, 2回,保健婦の手で,訪問指導が

とりくまれている。 1歳 6か月児健診は, 1歳 6～ 8か月児を対象として, 3か月に 1回実施され

ている。その他に, 1歳 6か月～ 4歳児を対象に年 4回,歯科検診が,行われる。

母母出新
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3。 中部10市町村の母子保健システム

(1)倉吉市      妊
母親学級は,主に   弩_1_と _生 _生_1_ユ 6 7 8 910111218税 月

3 4 5 6守

蓼:;:::宮::   宮写砦専      !
曇え選冨ヂ鞘 告4‐虫鮎市    診
推進員に委託して生後 2か月までに訪問する。育児相談は,首のすわる4か月までの発達を押え,

離乳指導をするために, 5か月にポイント月齢を置いた相談を月 1回行っている。市内12地区のう

ち対象児数により隔月に行う所もあり,こ の場合は 5・ 6か月児対象となる。 1歳 6か月児健診は

月 2回 , 1歳 6か月児対象に実施される。す くす く相談は, 1歳 6か月児健診で発達面,育児環境

面等から継続して相談するのが必要と判断された児の経過を追う場 として,月 1回開かれている。

※以下の中部 9町村では倉吉児童相談所と連携して, 2歳児しつけ相談を実施 している。対象児

数により各町村年 2～ 5回,回数に応じ対象児の月齢幅も異なる。1985年度より児相の事業の

兼ね合い上,第 1子に限定されたとはいえ, 1歳 6か月児及び3歳児健診で「要注意」と判断
された児の継続的相談・指導の場 としても位置づけられている。

(2)羽合町

母親学級はな く,

妊娠届の時に倉吉保

健所の「ママの教室J

を紹介する。新生児

訪間は,乳幼児事業

案内及び訪間案内を

ひと月毎に郵送し,申 し出のあった児に保健婦が訪問する。乳児相談は2か月から13か月末までに

計 4回 , 3か月に 1度の相談が行われている。1985年度には 2か月に 1度行われていたが,他の事

業との関係で86年度より減らしている。 1歳 6か月児健診は,年 4回 , 1歳 6～ 8か月児を対象に

実施され, 2歳児しつけ相談は年 4回実施される。このほか,歯科対策に重点を置いて, 1歳 6か

月から4歳にかけて,各児年 2回ずつ歯科検診を受ける機会を設けている。

(3)泊村

母親学級はなく,

倉吉保健所の「ママ

の教室」を紹介する。

新 生 児 訪 間 は,乳
相・乳健の対象月齢

までに,保健婦が全

児対象に訪間するが,全数にはまわれていない。乳児期の事業に力を入れ,乳児相談は年 4回,乳
児健診は年 2回,共に3～ 12か月児を対象に実施している。1人の児については隔月に計 5回受ける

機会があり,誕生月により3・ 5。 7・ 9・ 11か月で受ける児と, 4・ 6・ 8・ 10・ 12か月で受け

る児とがいる。また, 3回 に 1度健診が組まれているので, 5回 のうち健診が 2回の児と1回の児

一　
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渡部昭男・田丸尚美・中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状
と課題 (I)

とがいる。Key monthに ポイントを絞った健診の実施を考えたこともあったが,出生数の少ない地

域では受ける機会を増やしてチェックしたいと判断し,現在のシステムをとっている。 1歳 6か月

児健診は,年 4回 ,1歳 6～ 8か月児を対象に実施され,2歳児しつけ相談は,年 2～ 3回実施される。

(4)東郷町      妊                     力月      歳
6   7   8   9  10  11  12  18  24  3   4   5   6   7

生届の際にリスクのあった児に重点的にまわり,ほ ぼ半数に訪問している。乳児相談は,相談が行

われる月に 3・ 4か月になる児を対象に,年 6回実施される。乳児健診も同様に,健診の月に 6・

7・ 8か月になる児及び11・ 12・ 13か月になる児を対象に,年 4回実施される。乳児前・後期の委

託健診受診を勧め,町の 3回の相談。健診のセットと合せて乳児期に万遍なく受けられるよう,1984

年度より事業に月齢を設定している。 1歳 6か月児健診は,年 4回, 1歳 6～ 8か月児を対象に実

施され, 2歳児しつけ相談は,年 2回実施される。

(5)三朝町

母親学級は全妊婦

対象に年 4回行い,

各人は妊娠前・後期

の 2回受ける。新生

児訪間は全児対象と

しているが,第 1子

に重点を置いて保健婦がまわり,訪問率は3～ 4割である。乳児健診・乳児相談は,1982年度から

発達上の Key monthと して,頸定,四ツ這いの獲得される 3・ 4か月と9。 10か月にポイント月を

設けたセットを実施している。 3か月で相談 (健診)を受けた児は 4か月で健診 (相談)を受け,

乳児期に 4回受ける機会がある。以前は,相談の回数が多 く月齢も分散していたが,発達の Key point

を押え,親の負担の軽減もねらい,現在のシステムに変えてきた。 1歳 6か月児健診は,年 6回 ,

1歳 6・ 7か月児を対象に実施され, 2歳児しつけ相談は,年 3回実施される。

(6)関金町

母親学級は,出席

者数減少のため1985

年度より中止し,倉
吉保健所の「ママの

教室Jを紹介する。

新生児訪問は,全児

対象とし保健婦がまわるが,実施率は5割程度である。乳児相談は,1984年度には健診が年12回だ

ったものが,85年度には健診 4回 ,相談 8回 となり,86年度より相談のみ年12回 となった。以前は

全乳児対象で,連絡も広報と放送によっており,未受診者が特定のものに偏ることに悩んでいた。

発達上のチェックポイントをはっきりさせた上で,相談に時間をかけたいと,受相月齢を特定して

妊                              力月        歳

"昆

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  18  24  3   4   5   6   7



鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 28巻 第 2号       397

個人通知で連絡する現在のシステムを始める。医療機関委託の 2回の健診受診を勧め,町では乳児

相談中心の事業を試みている。1歳 6か月児健診は,年 4回,1歳 6～ 8か月児を対象に実施され,

2歳児しつけ相談は,年 2～ 3回実施される。

(7)北条町

母親学級は以前実

施していたが,出席

者数減少のため中止

し,倉吉保健所の「マ

マの教室Jを紹介し

ている。新生児訪問
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は全児対象とし,里帰 りの出産等のケースもあって生後 2か月までには保健婦がまわるようにして

いるが,完全にはまわれず,乳相でも把握できなかった児には訪問を徹底するようにしている。乳

児健診は, 4・ 5・ 6か月児を対象に,年 4回行われている。乳児相談は, 3か月から12か月末 ま

でに,相談の対象数を調整するため 7・ ■か月児を除いた各月に,実施されている。健診 。相談 と

合せて,乳児期に計 8回受ける機会がある。医療機関委託の健診受診を勧め,万遍なく受けられる

点に力を入れている。 1歳 6か月児健診は,年 4回, 1歳 6～ 8か月児を対象に実施され, 2歳児

しつけ相談は,年 3回実施される。

(8)大栄町      妊

母親学級 は,出席   距_生_と_ヱ_
3456

母 出新
者が減 り1982年度 よ 子 生生

手 届児り実施 していない。′       帳  訪

倉吉保健所の「ママ   交 問
付

の教室」を紹介する。
図4-23(大栄町)

新生児訪間は全児対

象とし,保健婦が訪問して大栄町の健診及び相談のシステムを案内する場にもしている。昨年度は

実施率が 6・ 7割であったが,86年度はほぼ全数に訪間できている。乳児健診及び乳児相談は,1984
年度より,発達のチェックポイントをはっきりさせるためにポイント健診が実施され, 4・ 7・ 10

か月をポイント月に設定している。乳児健診が年 6回,乳児相談が年 6回行われ,誕生月により4・

10か月に健診, 7か月に相談を受ける児と, 4・ 10か月に相談, 7か月に健診を受ける児とがいる。

1978年度までは希望者対象に乳児相談を行っていたが,79年度より乳児前期 (3～ 5か月)と後期

(9～ 11か月)に分けて相談を実施した。83年度に, 4・ 10か月をポイント月にした乳児健診を始

め,84年度よりこれに相談を組み合せて,ポイント月を 4・ 7・ 10か月の 3回 とする。85年度には,

対象児をポイント月の満月齢をこえた児としている。また,健診 。相談で経過を観る必要のあるケ

ースは,次回の相談・健診に再度案内し,経過を追う場として活用している。 1歳 6か月児健診は,

年 5回 , 1歳 6～ 8か月児を対象に実施され, 2歳児しつけ相談は,年 4回実施される。

(9)東伯町

妊婦に対しては,倉吉保健所の「ママの教室」を紹介する。新生児訪間は全児対象とし,保健婦

が訪問する。乳児相談は,1983年度より4・ 7・ 11か月をポイント月にした相談が,毎月実施され

ている。以前は,乳児期に 6回受相する機会を設けていたが,ポィントを絞るため,ま た他の事業

との兼ね合いもあって 3回に絞った。 4・ 11か 月は発達上の Key mOnthと して, 7か月は離乳指導
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のために設け,委託

健診との組み合せを

図る。また, 3～ 5

か月児の親 を対象

に,離乳食講習会を

年 4回行っている。

1歳 6か 月児健診

は,年 6回 , 1歳 6

(10)赤碕町

母親学級は,妊娠

前期 。後期に各 1回

の学級が, 4コ ース

実施されている。新

生児訪問は,全児対

象に,推進員が訪間

(1)米子市

母親学級は,米子

保健所 。各医療機関

で開催される。米子

市としては,明 日の

親のための学級を教

育委員会が主催し,
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。7か月児を対象に実施され, 2歳児しつけ相談は,年 5回実施される。

する。乳児健診は, 4～ 6か月児対象に,年 4回実施され,乳児相談は, 2・ 7・ ■か月児を対象

に毎月行われている。このほか,毎週土曜日,希望者対象に育児相談を行っている。委託健診の受

診を勧め,町では,ポイント月を絞った乳児健診・相談のセットと,いつでも希望次第で受けられ

る育児相談の機会を,設定している。 1歳 6か月児健診は,年 4回, 1歳 6～ 8か月児を対象に実

施され, 2歳児しつけ相談は,年 4回実施される。

4.西部14市町村の母子保健システム

5  6
力月        歳

7   8   9  10  11  12  18  24  3   4   5   6   7

保健婦が協力する形で行っている。新生児訪問は,24地区を助産婦,保健所,市役所で分担する。

一応全児を対象とするが,事業が重なると第 1子重点となる。 4か月児健診は,大津方式などを参

考に,1983年度から実施されている。4か月を迎えた翌月受診で,毎月 2回開催される。今までに,

医療機関で発見もれの先天性股関節脱臼・難聴等を発見する成果を上げている。 1歳 6か月児健診

は, 1歳 6か月を迎えた翌月から8か月までの児を対象に,毎月行われている。

(2)境港市

母親学級は,米子

保健所 。各医療機関

開講のものを受講す

る。新生児訪間は,

母子推進員に委託 し

て行われている。全
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児を対象とし,ほぼ全数訪間できている。乳児健康相談は,乳児期の育児・栄養・歯科指導を内容
として, 1校区年4回 (7校区計28回)実施される。乳児健診は,実施を県から指導されているが,

未実施である。 1歳 6か月児健盪は, 1歳 6～ 7か月児を対象に,年 6回開催されている。

(3)西伯町

母親学級は,前 。

後期を 1回 にまとめ

て年 4回実施 してい

る。新生児訪問は,

ほぼ全児訪間できて

いる。乳児健診は,

西イ白病院小児科医 (健診医)の助言を受けて,1985年度からポイント健診に移行した。前月に 4・

7・ 10か 月を迎えた児を対象に (1986年 6月 から変更),毎月実施している。 1歳 6か月児健診は,

1歳 6～ 8か月児を対象に,年 4回開催されている。 2歳児健診は, 3歳児健診までの中間健診 と

して,年 4回実施される。虫歯予防に重点を置 くとともに,米子児童相談所の協力を得てしつけ相

談も行われている。

(4)会見町

母親学級は,実施

していない。新生児

訪問は,1985年生れ

児で78.3%の実施率

であった。乳児健診

は, 2～ 13か月児を

対象に,年 3回 (5

乳児健診・乳児相談

問
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2～ 15か 月児を対象に,年 3回

～ 8か月児対象に実施される。

実施される。一人の児については3回封象となる。乳幼児相談は,

(7・ 11・ 3月 )実施される。 1歳 6か月児健診は年 4回, 1歳 6

(5)岸本町

母親学級は,米子

保健所の学級案内を

行っている。新生児

訪間は,全児を対象

にしているが, 7割

程度 の実施 率 で あ

る。乳児健診と乳児相詮メ,地区別に, 1～ 14か月児を対象に,隔月交互実施 (各々年 3回ずつ)

される。 1歳 6か月児健診 と2歳児健診は, 1歳 6か月児健診のスタッフから歯科医師が抜けて心

理判定員等 (米子児童相談所)が入る形で,年 4回同日に行われる。対象は各々 1歳 6～ 8か月児 ,

2歳 0～ 3か月児である。

(6)日 吉津村

母親学抵メ,実施していない。新生児訪問は,全児を対象としているが,訪間できているのは 5

割程度である。乳児健診は, 2～ 13か月児を対象に,年 4回 (5・ 8・ 11・ 2月 )実施されている。

乳児相談は,年 3回 (4・ 7・ 12月 )で,同 じく2～ 13か月児を対象としている。乳児健診は流し
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てしまう感じなので,

乳児相談ではゆっく

り話 し込めるように

しているという。 1

歳 6か月児健診は,

年 4回 (1歳 6～ 8

か月児対象),2歳児

健診は年 2回 (2歳 0～ 6か月児対象)である。

(7)淀江町

母親学級は,母性

と育児を 1コ ースと

して 4コ ース実施 し

ている。新生児訪間

は,低体重児を米子

保健所が担当し,そ
れ以外について全児を対象としているが,実施率は 5割程度に落ちている。乳児健診は,1986年度

から,健診月に 3～ 4, 7～ 8,11～ 12か月を迎える児のポイント健診となった。それまでは春と

秋の 2回のみ実施していたが,受診機会が少なく受診 もれが多かった。全数把握に努めるとともに,

発達の節目に即した健診を狙ってポイント健診に移行した。現在,年 6回 (偶数月)実施し,一児

に対して 3回の受診機会を保障している。 1歳 6か月児健診は年 4回 , 1歳 6～ 8か月児 を対象に

実施されている。育児相談は, 3地区の愛育委員会が 0～ 3歳児を対象に独自に行っているもので

ある。 2地区は年 6回 , 1地 区は鳥大医学部から医師を招いて年 2回開催しており,町は通知・機

関紙の印刷,保健婦による援助を行っている。

(8)大 山町

妊産婦 。新生児健

康相談は,1985年度

まで鳥大産婦人科医

による妊産婦 。新生

児健診 として実施 さ

れていたが,1986年

度に町予算から削られた為に,健康相談として継続されているものである。医療機関から遠隔な町

の特性から,妊産婦健診 (健康相談)は大きな役割を果たしてきた。現在,毎月実施 し,午前中に

母親学級を開催し,午後に相談が行われる。新生児訪間を行わない代わりに,あわせて新生児健康

相談を行う。乳幼児健診, 1歳 6か月児健診, 2歳児健診は,町が広域に分散 しているために,名
4回各地区の会場を巡回して同時に実施される。この方式には,兄弟を同時に連れてきて受診でき

る利便がある。その内, 1歳 6か月児健診は半日とって行 う。大山町の場合, 2歳児健診に年 1回

のみ米子児童相談所員が加わり, 2歳児しつけ相談を開催している。特に愛育委員会 (51部落各 1

～ 2名)の役割の大きい町である。

(9)名和町

新生児訪間は全児対象とし,ほぼ訪間できている。乳児健診 と乳児相談は, 2～ 12か 月児を対象

妊
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に,健診を春と秋の

2回 ,相談を他の月

に毎月実施している。
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-34(名和町 )

日午前中に乳児ポイント健診 (健診月に 3～ 4, 7, 9～ 10か 月を迎える児対象)を試行 している。

2歳児育児相談は,1973年度に健診として開始されたが,1978年度から相談となっている。

(10)中 山町

母親学級は,初妊

婦を対象に年 2～ 3

回実施 している。新

生児訪間は,ほ ぼ全

児訪間できている。

乳児健診 と乳児相談

(12)日 野町

母親学級は,根雨

保健所の学級を受講

するよう勧めている。

新生児訪間は,全児

を対象 としているが

6割程度の訪問率で
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乳児健診・乳児相談    O
L

(中 山町 )

は, 2～ 12か月児を対象に隔月交互 (各々年 3回 )に行う。 1歳 6か月児健診は年 4回 (1歳 6～ 8

か月児対象)実施される。歯科検診を重視し,各健診の他に, 1歳児, 2歳児, 2歳 6か月児の歯

科検診を特に行っている。

(11)日 南町      妊                     力月      歳
母親学級は,特に   姪_生_生_皇 _皇_上 _ユ_6 7 8 9 10111218243 4 5 6 7
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4L6(日南町)             患  

鬱    じ

象で 8～ 9割の訪問率である。乳児健診 と乳児相談は,乳児を対象に,相談を年 4回 (5, 8,11,
2月 ),健診を年 9回 (本目談月以外毎月。 4月 のみ 2回)行 う。乳児相談とは別に,第 1子を対象に

離乳食指導も行っている。 1歳 6か月児健診は年 4回, 1歳 6～ 8か月児を対象に実施される。

4-37(日 野町 )

ある。乳児健診 と乳児相談は,乳児を対象に 3地区で行われる。保健所のある 1地区では,根雨保

健所が毎月 2回実施する。他の 2地区では,健診・相談のいずれか (健診が年 4回の地区と3回の

地区)を町が毎月行う。但 し,どの地区で受診 してもよい。 1歳 6か月児健診は年 4回 (1歳 6～

8か月児対象), 2歳児健診は年 2回 (2歳 0～ 6か月児対象),行われる。



(13)江府町

母親学級は,年 3

コース開催 される。

新生児訪間は,ほ ぼ

全児訪間できている。

乳児健診 と乳児相談

は,13か 月児 までを

渡部昭男・田丸尚美 。中田幸雄 :鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状
と課題 (I)
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(江府町 )

対象に毎月 (健診年 8回,相談 4回)実施される。 1歳 6か月児健診は年 4回 (1歳 6～ 8か月児

対象), 2歳児健診は年 2回 (2歳 0～ 6か月児対象)行われている。

(14)溝 口町      妊 力月        歳
6   7   8   9  10  11  12  18  24  3   4   5   6   7

診

のポイン ト健診に移行する。従来, 3か月までは毎月,そ の後 6・ 9・ 12か月を健診月齢 としてい

たのに対 して,指導の重点を押さえ,発達の節に月齢を設定 し直す狙いからである。乳児健診は毎

月, 1歳 6か月児健診は年 4回 (1歳 6～ 8か月児対象), 2歳児健診は毎月 (満 2歳児対象)実施

される。

III。 市町村 レベル でみた母子保健 システムの特徴

鳥取県の市町村レベルでみた母子保健システムの特徴は,以下のようにまとめられる。

②母親学級

母親学級を開催 していたのは 1市 11町 (30.8%)で あった。他に,米子市は,教育委員会主催の

ものに保健婦が協力する形をとっていた。開催市町では,希望者対象がほとんどであるが,初妊婦

に限定するところもあった。開催されていない市町村でも,医療機関や保健所の学級を受講する機

会がある。倉吉保健所管内では,妊娠届時に保健所の学級受講を勧めており,保健所からも学級未

開催の町村の妊婦に個人通知が行われている。市町村 と保健所等との連携・分担が課題 といえよう。

④新生児訪問

母子保健推進員・ 助産婦等へ委託が行われているのは 1市 4町 (12.8%),一部委託は 3市 1町

(10.3%)であった。特に,市部では委託が進んでいた。新生児訪問は基本的に全児を対象としてい

るところが多かったが,未熟児・低体重児は保健所からの訪間として明確に区分し分担したり,第
1子や希望者に限定 (結果的に)しているところもあった。なお,全児を対象としている場合にも,

実際の訪間率にはかなりの開きがみられる。中には,乳幼児期に渡るカルテ作成を行う位置づけを

新生児訪間に与えているところもあり,ま た,大山町では,医療機関等遠隔のため,妊産婦・新生

児健診 (1986年度から健康相談)と いう事業を組み,新生児訪間に代えていたが,全体 として,母
子保健システムに占めるべき新生児訪間の役割が再検討される必要を感 じさせた。出生した医療機

関で実施が広がっている 1か月児健診との関連も検討課題であろう。
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表 2 市町村 にお ける母子保健 事業一 覧
(1986. 3現在)
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O
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O
O
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6か月児健診年24回

ポイント健診6回 ,相談12回

6～ 7か月児健診 6回

ポイント健診 4回

ポイント健診各地区6回

健診 2回,相談2回

ポイント健診12回 (1981～ )

1,6-1:7(月 1回 )

1,6～ 1,8(年 4回 )

li 6-1,7(同 6回 )

と;6-1,8(同 4回 )

1,6～1,8(同 4回 )

1;6-1,8(同 4回 )

1,6-1,8(同 4回 )

鳥 取 保 健 所
(3,1 月3「 1)

3,0～3,5(年 2回 )
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1,6～1,8(同 4回 )
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1,6～1,8(同 4回 )

1;6～1,8(同 4回 )
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1,6～ 1,8(同 4回 )

育児相談

年 1回

3i ll-3,2(同 4回 )

3;0^,3;6(同 2回 )

3;0～3,2(同 4回 )

3,0～3i5(同 3回 )

3;0～3,5(同 2回 )
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1;6～1,7(同 6回 )
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と課題 (I)

②乳児健診・乳児相談

全ての市町村で,何 らかの形態で乳児健診 (医師参加)・ 乳児相談 (医師不参加)が行われていた。

この内,乳児相談のみで健診を実施していなかったのは 2市 4町 (15。 4%)で,市部 (50.0%)よ

り町村部 (88.6%)の方が健診の開催率が高かった。

4市の内,鳥取市は委託健診 (3・ 10か月)の 中間点として 6か月児健診を,米子市は発達の Key

monthと して 4か月児健診を実施 していたが,町村部が乳児期に複数回の健診・相談機会を設けて

いるのにとしべると,市の開催する健診は 1回 しか受診機会がないことが特徴的である。

これに対して複数回受ける機会のある町村の健診 。相談に関しては,ポイントを置いて対象月齢

を設定する「ポイント健診 け目談)」 が増えている。郡家保健所管内の 8町村では,保健所の指導の

下に,基本的に 4・ 7・ 10か月をポイント月とした上で町村でアレンジするシステムが採られてい

る。他に,鳥取保健所管内では 4町村 (66.7%),米子保健所管内では 3町 (37.5%),根雨保健所

管内では 1町 (33.3%)が ポイント健診を実施するようになっており,ま た,倉吉保健所管内でも

健診と相談を組み合わせる等してポイント体制にしているところが 6町 (66.7%)あ った。ただし,

これらの町でのポイントの月設定は多様であり,発達的にみた Key monthを 設定しているところ,

開催回数と対象者の限定とから結果的にポイント設定が行われているところなどがある。発達上の

Key monthと は何か,いつに設定すべきなのか,ま た,例えば同じ4か月でも健診月に 4か月を迎

える児の意味なのか前月に 4か月を迎えた児の意味なのか,条件にかかわらず全ての市町村でポイ

ント健診化が望ましいのか等々は,今後の検討課題であろう。

01歳 6か月児健診

全市町村で定期的 (年 4回～月 2回 )に開催されていた。対象児の月齢幅は,法定の 1歳 6～ 8

か月を限度に,開催回数に応じて異なる。

① 2歳児健診, 2歳児 (し つけ)相談

西部では,米子保健所管内の 3町 1村が健診, 1町が相談を,根雨保健所管内の 3町が健診を実

施 している。これに,米子児童相談所の心理判定員等が参加して,併せて「 2歳児しつけ相談」を

行う (大山町のみ年 1回,他は健診・本目談回数と同じ)形 となっている。「 2歳児しつけ相談Jは 2

歳児健診 。相談事業の流れの一部に位置づけられる点が,中部と異なっていた。

中部では,倉吉児童相談所の協力の下,全市町村で 2歳第 1子や要注意児に限定した「 2歳児し

つけ相談Jが行われている。中部の場合,健診ではなく相談という側面が大きいが,乳幼児健診で

継続指導が必要と認められた要注意児を追跡する機会としても位置づけられている。

東部では,佐治村で 2歳児育児相談が行われている。また,八東町では,中央児童相談所の「 2

歳児しつけ相談」が試験的に開催されている。

1歳 6か月児健診から3歳児健診までの空白を埋める意味で, 2歳児健診・相談の事業は注目さ

れる。しかし,東・中・西部 (管轄の児童相談所)で実施状況が大きく相違しており,こ の時期に

歯科検診 として設定しているところを含めて,母子保健システム全体に占める 2歳児健診 。相談の

位置づけに関する検討が必要であろう。

② 3歳児健診

保健所が実施主体であるために,H章の各市町村別のシステムの説明では省略したが,鳥取市,

倉吉市,米子市を除く36市町村 (92.3%)で は各市町村を会場に,市町村保健婦も協力して開催さ

れていた。開催回数は年 2～ 6回で,回数により対象月齢も3歳 0～ 6か月を限度として幅があっ

た。保健所で実施する3市に関しては,特に保健所と市, 3歳児健診とそれまでの健診・相談との
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関連が課題 であろう。

以上,鳥取県の市町村 レベルでの母子保健 システムの現状 をみたが,市町村 の諸条件 の違 いを反

映 して実に多様 なシステムが形成 されていることが明 らか となった。 しか し,保健所 や児童相談所

の管内及 び東 。中・ 西部の圏域 ごとに一定の連携が築 かれ,エ リアとしての特色 を有 す る側面 もあ

つた。県の事業及 び各々のエ リアごとにみた母子保健 システムの現状 と課題 に関す る論究 は,今後

引 き続いて行 う予定である。

また,母子保健 システム と障害の早期発見・対応 との よ り関連づけた実態の解明 (健診 。相談月

齢 の当否,健診・相談の流れ,健診・ 相談でのチェック項 目,カ ルテの作成・ 活用,未受診児の把

握,要注意児の追跡 など)も ,今後に譲 りたい。

(追記〉

※本稿 をまとめるにあた り,公務御多忙中に もかかわ らず,き きとり調査や資料の提供 に御協力 い

ただ きました方々 に心 よりお礼申し上 げます。

※※本稿 は,共同討議の上,H-2を 中田が,H-3を 田丸が,残 りを渡部が分担執筆 した。

※※※本稿 は,昭和 61年度科学研究費補助金奨励研究 (A)課題番号61710158(研 究代表者・渡部

昭男)の研究成果の一部で もある。
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内 。精神医学神経学古典刊行会,1973年,p138.
(21 本稿のこの基調を準備することとなった小論として次のものを参照されたい。渡部昭男 :「僕,鳥取に生ま

れてよかった一障害児教育の立場から屏地域』を考える一」『拓 く』創刊号,鳥取の子どもと教育を考える会,

1983年 .

(31 先行研究の中には,渡部が指導した次の卒業論文を含んでいる。執筆者に記して感謝申し上げます。また,

卒業論文作成の過程でお世話になりました母子保健関係者の方々に対して,卒業論文の成果を踏まえた形で
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て一鳥取県西部の現状と課題』(同 1983年度)1984年 ,③吉田ひろ美 :『鳥取県中部における障害の早期発見

とその後の対応について』(同 1984年度)1985年,④中国幸雄 :『鳥取県東部における障害児の早期発見・対

応の現状と課題』 (同 1985年度)1985年 .

位)厚生省児童家庭局 :『児童福祉ハンドブック』ぎょうせい,1979年,p581.
(5)鳥取県 ;『衛生環境部事業概要 (昭和61年度)』 1986年 ,pp 74-75。

16)厚生省児童家庭局 :『児童福祉六法 (昭和61年版)』 中央法規,1985年 ,p803.

(71 フッ素塗布に関しては,当初の調査項目に含めていなかったために,特に回答のあった所のみ記述する結果

となっている。その後,鳥取保健所管内では,岩美町,青谷町の他に,国府町,福部村,鹿野町が実施 (鳥

取保健所から出張)し ていることが判明した。また,鳥取市・気高町は実施していなかったが,鳥取保健所

に任意来所する方法が開かれていた。

偲)離乳食指導についても,同様である。その後,鳥取保健所管内では,保健所の栄養士か町 。民間の栄養士か

との違いはあるものの金ての市町村で実施していることが判明した。また,郡家保健所管内でも全ての町村

が実施していることが判明した。但し,健診 。相談の一環として実施している場合と,特に講習会として独

立して実施している場合とがある。




